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1．目的 
厚生労働省が実施する研究事業について、予算の概算要求に先立ち、行政施策との連携を

保ちながら、研究開発の一層効果的な実施を図り、優れた研究開発成果を国民、社会へ還元

することを目的とし、厚生科学審議会科学技術部会において評価を行うものである。 

 

2．評価方法 
1) 経緯及び科学技術を巡る動向 

厚生労働省全体の科学技術に関する事業の整合性を図る観点から、平成15年2月27日、厚

生科学審議会科学技術部会は、厚生労働省の科学技術に関する大型プロジェクトについて概

算要求前に事業の概要を検討し、外部評価等を取り入れた評価を行うことを定め、平成15

年度より、毎年度概算要求前の評価を行ってきたところである。 

我が国の科学技術政策は、科学技術基本法（平成７年法律第130号）に基づく「科学技術

基本計画」（平成18年3月28日閣議決定。計画期間：平成18～22年度。以下「第３期科学技術

基本計画」という。）や「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び

研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成20年法律第63号）等に基づき進められてい

るところである。また、一昨年７月には、臨床研究の成果を活用して、新医薬品及び新医療

機器を開発し、それを社会に迅速に定着させることによって、国民生活の向上及び国際競争

力の強化を図るために、橋渡し研究及び臨床研究の司令塔として、内閣府特命担当大臣（科

学技術政策担当）、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣により健康研究推進会議が

設置された。この会議において、研究資金の統合的運用、先端医療開発特区（スーパー特区）

への取組みがなされている。さらに、本年７月、科学技術政策担当大臣・総合科学技術会議

有識者議員により、我が国を取り巻く課題の克服を目指し、２０２０年を見据え「平成２３

年度科学・技術重要施策アクション・プラン」が策定され、平成２３年度は、新成長戦略の

重要課題であるグリーン及びライフの２大イノベーションが先行課題として位置づけられ

ている。 

  

2)評価対象 

厚生労働省の科学技術研究の中から、①主に競争的資金で構成される厚生労働科学研究費

補助金の各研究事業、②独立行政法人医薬基盤研究所運営費交付金のうち基礎研究推進事業

費、を対象とした。なお、平成15年度より概算要求前の評価を行ってきたがん研究助成金に

ついては、平成22年４月1日の国立高度専門医療センターの独立行政法人化に伴い該当する

事業がなくなった。 

 

3）評価方法 

平成23年度実施予定の各研究事業について、厚生労働省の各担当部局が、外部有識者等の

意見を踏まえて評価原案を作成し、厚生科学審議会科学技術部会において審議する。 

なお、本評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成20年4月1日、厚

生労働省大臣官房厚生科学課長決定）〈参考1〉に基づき行うとともに、政策評価〈参考2〉

とも一体として実施するため、厚生労働科学研究費補助金全体を評価する「政策評価」の観

点である「必要性」「効率性」「有効性」等についても総合的に評価する。 

また、昨年１２月より、厚生科学審議会科学技術部会において審議されている「今後の厚

生労働科学研究について」〈参考３〉、厚生労働省の研究助成等のあり方に関する省内検討

会においてとりまとめられた、「研究助成の改善等に向けた基本的な方向性について」〈参

考４〉を踏まえ、各研究事業における政策との連動性の確保や、どのような研究に重点を置

くのか等を明確にすることとした。さらに、「平成２３年度の科学・技術に関する予算等の

資源配分の方針」（平成２２年７月１６日総合科学技術会議）〈参考５〉、「平成２３年度科

学・技術重要施策アクション・プラン」（平成２２年７月８日科学技術政策担当大臣総合科

学技術会議有識者議員）〈参考６〉で設定された施策パッケージを踏まえて評価を行い、総

合科学技術会議からの優先順位付け等における指摘事項を踏まえた対応等についても記載
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した。 

 
 

＜参考1＞ 

「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」 

（平成20年４月１日 厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定） 

第２編 研究開発施策の評価の実施方法  
第２章 評価の観点 

 政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の特性に応じて、必要性、効率性及び有効性の観点等から評

価を行う。 

 「必要性」については、行政的意義（厚生労働省として実施する意義及び緊急性等）、専門的・学

術的意義（重要性及び発展性等)及び目的の妥当性等の観点から評価することになる。評価項目とし

ては、例えば、科学的・技術的意義(独創性、革新性、先導性及び発展性等)、社会的・経済的意義(産

業・経済活動の活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（国民の

健康・安全等）の創出、国益確保への貢献及び政策・施策の企画立案・実施への貢献等)及び国費を

用いた研究開発としての妥当性（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や中期目標等への適

合性、国の関与の必要性・緊急性及び他国の先進研究開発との比較における妥当性等）等がある。 

 「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から評価することになる。評価項目とし

ては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果の妥当性

及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等がある。 

 「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献及び人材の

養成等の観点から評価することになる。評価項目としては、例えば、目標の実現可能性や達成のため

の手段の存在、研究者や研究代表者の能力、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、（見込まれる）

直接の成果の内容、（見込まれる）効果や波及効果の内容、研究開発の質の向上への貢献、実用化・

事業化の見通し、行政施策実施への貢献、人材の養成及び知的基盤の整備への貢献等がある。 

第３章 評価結果 

 評価結果は、当該研究開発施策の見直しに反映させるとともに、各所管課において、研究事業等の

見直し等への活用を図る。また、評価結果は、ホームページ等で公開するものとする。 

 

 

＜参考2＞ 

「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」（第２期） 

（平成19年３月30日 厚生労働大臣決定、平成19年９月28日、平成20年３月31日、平成21年３月31日、平

成22年３月31日一部変更） 

  第４ 政策評価の観点に関する事項 

  １ 政策評価の観点 

    政策評価の観点としては、必要性、効率性及び有効性の観点を基本としつつ、評価の対象とする

政策の特性等に応じて公平性、優先性等の観点を用いるなど、総合的に評価することとする。 

  （中略） 

 （1）「必要性」の観点 

  イ 政策の目的が国民や社会のニーズに照らして妥当か、また、上位の目的に照らして妥当か。 

  ロ 行政関与の在り方から見て行政が担う必要があるか。 

（2）「効率性」の観点 

 イ 投入された資源量に見合った効果が得られるか、又は実際に得られているか。 

 ロ 必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 ハ 同一の資源量でより大きな効果が得られるものが他にないか。 

（3）「有効性」の観点 

   政策の実施により、期待される効果が得られるか、又は実際に得られているか。 

（中略） 

第６ 事前評価の実施に関する事項 

 １ 事前評価の対象とする政策 

(1) 法第９条に規定する政策 

  イ 個々の研究開発（注１） 

(ｲ) 10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策 

(ﾛ) 10億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費

用の全部又は一部を補助することを目的とする政策 

（ロ～ニまで略） 
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 注１：人文科学のみに係るものを除く（「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令」（平成13

年９月27日政令第323号。以下「令」という。）第３条第１号及び２号参照）。 

 (2) 上記(1)の政策以外の政策のうち、厚生労働省として事前評価を実施する政策 

（イ 略） 

  ロ 大綱的指針に基づき事前評価の対象とすることとされた研究開発 

 （中略） 

 

＜参考 3＞ 

「今後の厚生労働科学研究における主な研究課題等について（案）」（厚生科学審議会科学技術部会） 

 厚生労働科学研究が対象とする分野は幅広く、ニーズの把握とシーズの創出に向けた探索的な研究や基盤

整備に取り組むとともに、選択と集中による有望なシーズの迅速な社会還元を目指す必要がある。その際、

ニーズの把握（国民生活の安全・安心を脅かす課題の科学的な把握）、シーズの創出（課題を解決する新

技術等の創出）、及び成果の社会還元に向けた研究に、バランスよく取り組むことが重要となる。  

今後の厚生労働科学研究において重点化すべき主な分野としては、以下が考えられる。  

 

○ 健康長寿社会の実現に向けた研究  

○ 少子化・高齢化に対応し、活力あふれる社会の実現に向けた研究 等 

 

＜参考4＞ 

「研究助成の改善等に向けた基本的な方向性について」（平成２２年７月２９日厚生労働省の研究助成等

のあり方に関する省内検討会） 

＜主な重点評価項目＞ 

  （１）政策等への活用（公的研究としての意義） ※事前・中間・事後評価 

    ・ 施策への直接反映の可能性（通知・ガイドライン・行政基準等への利用） 

    ・ 政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性 

       （例：背景データ、基礎データ等としての活用など） 

    ・ 間接的な波及効果等が期待できるか 

       （例：民間での利活用（論文引用等）、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など） 

    ・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか 

       ※ 「その研究がどのような行政課題に対し、どのように貢献するのか」等について、そ

の具体的な内容や例を極力明確に示す。 

Ⅵ その他   

   厚生労働分野全般の横断的な競争的研究資金の配分制度である厚生労働科学研究費の特性を踏ま

え、以下のような見直しを行う。 

 １ 重点分野等の設定  

○ 厚生労働科学研究費全体のうち、戦略性を持って重点的・集約的に費用配分を行う「重点分野」

を厚生科学審議会の審議を経るなどして設定し、メリハリのある研究費の分野配分を行う。 

 

○ また、個別の研究事業分野ごとにも、研究課題の採択に際し、戦略性を持って重点的・集約的

に費用配分を行う「推進分野」を各事前外部評価委員会の審議を経るなどして設定し、メリハリ

のある研究費配分を行う。 

 

＜参考5＞ 

平成23年度科学・技術に関する予算等の資源配分の方針（平成２２年７月１６日総合科学技術会議） 

Ⅰ．基本的考え方～予算編成プロセス改革元年～ 

総合科学技術会議は、我が国を取り巻く課題の克服と持続的成長を目指し、予算編成プロセス改革を実

行する。 

平成23年度は改革元年と位置づけ、新たな仕組み（資源配分方針の基本指針の提示、アクション・プラ

ンの策定）と優先度判定等を駆使し、従前より格段に質の高い施策により予算を編成し、新成長戦略の実

現に貢献する科学・技術予算の充実を図る。 

○ 科学・技術重要施策アクション・プラン（以下「ＡＰ」という。） 

・概算要求に先立ち、各府省の協力を得て統合的に政策を構築する。 

・国家戦略に当たる新成長戦略を、科学・技術・イノベーション政策推進の観点から具体化する第4期科

学技術基本計画を見据えた平成23年度の施策の方向を提示するものであり、平成23年度は、グリーン及

びライフの２大イノベーション等を対象に策定する。 

・総合科学技術会議有識者議員（以下「有識者議員」という。）は、ＡＰの策定後も概算要求に向けて

各府省と協力し、課題解決に有効な施策立案を実現する。 
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・平成23年度は、先行的に２大イノベーションの一部を対象にＡＰを策定し推進する。次年度以降、対

象の拡充、検討体制の充実を含め必要な改善を図る。 

Ⅱ．重点化対象課題 

１．最重点化課題 

新成長戦略に示された、 

・ 持続可能な低炭素・自然共生・循環型社会の構築を実現するグリーン・イノベーション 

・ 医療・介護・健康の質の向上を実現するライフ・イノベーション 

の２大イノベーションの推進は、世界に先駆けて我が国の強みを活かして課題を解決し、その成果をア

ジア・アフリカ等国際社会に展開することで我が国の成長を実現するために必要不可欠であり、科学・

技術による貢献が重要である。 

一方、新たな価値を生み出し、経済・社会に大きな変化をもたらすイノベーション創出には、成果目

標と期限を明確化した施策パッケージを一体的に推進することが有効である。このため、２大イノベー

ション施策のうち、平成23 年度は以下の（１）、（２）を対象にＡＰを策定し推進。その際、イノベー

ション創出を横断的に支える情報通信技術等を駆使し迅速に課題解決を図る。 

（１）グリーン・イノベーション 

低炭素・自然共生・循環型社会を実現し、環境に配慮した質の高い生活を送る「環境先進国日本」の

構築を目指し、以下の４つについて有効な施策を戦略的に推進する。 

○ 再生可能エネルギーへの転換 

○ エネルギー供給・利用の低炭素化 

○ エネルギー利用の省エネ化 

○ 住まい、交通、水、食料生産等の社会インフラのグリーン化 

（２）ライフ・イノベーション 

元気にあふれ、いきいきと働き暮らせる「健康大国日本」の構築を目指し、以下の３つについて有効

な施策を戦略的に推進する。 

○ 予防医学の推進による罹患率の低下 

○ 革新的診断・治療法の開発による治癒率の向上 

○ 高齢者、障がい者の科学技術による自立支援 

なお、今回、２大イノベーションの個別施策のうち、ＡＰの策定対象外の施策については、具体的成

果目標と明確な期限を設定するものに限って推進する。 

 

＜参考6＞ 

平成23年度科学・技術重要施策アクション・プラン（平成２２年７月８日科学技術政策担当大臣総合科学

技術会議有識者議員） 

１．２ 平成23年度に向けて策定するアクション・プラン 

○ 我が国が目指す将来のあるべき姿・社会を実現するため、成長を支える基盤として以下をはじめとする

科学・技術全体の底上げが重要 

・ 基礎研究や人材育成の強化による我が国の基礎体力強化 

・ 国家を支え新たな強みを生む課題解決型研究開発 

・ イノベーション創出に資する研究開発システム改革 

○ 平成23年度は予算編成プロセス改革の初年度として、以下に示すように、グリーン及びライフの２大イ

ノベーションの一部及び競争的資金の使用ルール等の統一化及び簡素化・合理化についてアクション・

プランを策定する。 

（１）グリーン及びライフの２大イノベーションを対象とする考え方 

２大イノベーションは、世界に先駆けて我が国の強みを活かして課題を解決し、その成果を国際社会

に展開することで我が国の成長を実現するのにふさわしい課題である。イノベーション創出は、「新た

な価値を生み出し、経済・社会の大きな変化をもたらすこと」であり、目標実現に向けて多様な知恵を

競わせて最適に統合化した施策のパッケージにより推進することが必要である。目標を事前に提示する

アクション・プランの仕組みを適用することにより、科学・技術・イノベーション政策の一体的な推進 

が可能となる。 

このため、本アクション・プランでは、各イノベーションについて、 

① イノベーションが目指す社会の『将来像』 

② その将来像を実現するために解決すべき『課題』 

③ 課題解決に向けて取り組むべき『方策』 

・ 推進方針及び効果等 

・ 施策パッケージ（※） 

・ 施策パッケージのロードマップ 

を記述している。 
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※「施策パッケージ」は、方策推進に当たっての具体的な成果目標、その目標に向けた具体的取組（施

策）、その取組を担う府省とその連携・分担関係を簡潔にまとめ、重複を排除し、重点化したものであ

り、以下の観点で作成。 

・ 複数の府省にまたがるものであり、どのように府省連携するかを明確化して進めることが急がれるもの

（ただし、複数府省が連携すべき方策でも、既に役割分担が明確なもの等は、今回、施策パッケージを

作成していない） 

・ 2020年までの目標が明確であること 

なお、平成23年度に向けては、後述する課題解決に必要な方策の中から、府省連携の必要性や2020年の

目標設定等を踏まえて、先行的に、施策パッケージを取りまとめる。総合科学技術会議は、今後の予算

編成プロセスにおいて、各施策パッケージの推進に万全を期す。 

○ 各施策パッケージを構成する個別施策の評価については、より客観性を高めるために、パブリックコメ

ントの募集に加え、第一線の若手研究者などからの意見を求め、優先度判定に反映することとする。 

○ なお、予算執行後においても、ＰＤＣＡサイクルを確立する観点から、個別施策ごとのレビューを行い、

事後チェックを徹底することとする。ただし、施策パッケージの策定対象外の２大イノベーション施策

についても、具体的成果目標と明確な期限が設定され、別途優先度判定等において実施すべきと確認し

た施策は、施策パッケージを構成する施策と同様に推進する。 

 

（１－１）略 

 

（１－２）ライフ・イノベーション 

《ポイント》 

○ 心身健康活力社会、高齢者・障がい者自立社会（「病気にならない」、「病気に罹っても苦しまずに治

る」、「自立した生活を過ごせる」）の実現に役に立つ科学・技術を開発し、「心身ともに健やかで長

寿を迎えたい」という人類共通の願いを実現する。 

○ 我が国が急速に少子・高齢化時代を迎える中でこのような社会を実現することにより、世界共通の課題

解決へ貢献すると同時に、この分野における我が国の新産業の育成・成長、雇用の拡大を図る。 

○ このような、元気にあふれ、いきいきと働き暮らせる「健康大国日本」を世界に先駆けて構築すること

を目指し、以下の構成によりまとめる。 

将来像 課題 方策 

心身健康活力社会の実現 予防医学の推進による罹 

患率の低下 

ゲノムコホート研究と医療情報の統

合による予防法の開発 

革新的診断・治療法の開 

発による治癒率の向上 

早期診断・治療を可能とする技術、医

薬品、機器の開発 

高齢者・障がい者自立社会の実

現 

高齢者・障がい者の科学 

技術による自立支援 

高齢者・障がい者の生活支援技術の開

発 

 

○ 今回は上記３方策について、施策パッケージを作成。 
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